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                              パートタイム労働法が改正 ～平成２０年４月１日施行～ 

 
 
 
 
 

（事業所の方へ）伊豆の国市共通商品券の取扱いについて 

 
 
 
 

 国民生活金融公庫の貸付利率（平成 19 年 8月 10 日現在） 

                                                        

ＮＯ.５ 

 本年も伊豆の国市が発行する市内の事業所で使用できる共通商品券（3,000円分）
が敬老のお祝いとして市内在住の 75歳以上の方々に贈呈されます。 

 お取り扱いの店につきましては、同封の「取扱店一覧表」を 

ご覧下さい。 使用期間：平成 19年 9月 14日～平成 20年 3月 31日まで 

 

お問合せ：伊豆の国市商工会本所、各支所 
（本所 055-949-3090、伊豆長岡 055-948-5333・大仁支所 0558-76-3060） 

伊豆の国市商工会会報 

Ｅ-mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp 

U R L   http://www.izunokuni.org/ 

8 月号会報でお知らせ致しました｢伊豆の国市小規模修繕等契約希望者登録制度｣
の登録受付がスタートしています。 
この制度は伊豆の国市が発注する小規模な工事や修繕(50万円以下)の受注・施工
を希望する事業所の登録制度です。 
名簿に登録されますと、庁内の公開により発注の際の業者選定に活用され、複数

の業者の見積もり合わせの上、最低価格提示業者との契約になります。 
 ・登録資格  市内事業所 (本社･本店) 
        建設業許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。 

競争入札参加登録をしていない事業所 
        希望する業務を履行する為に必要な資格･免許等取得の方 
        申請時に登録希望する業種の業務を 2年以上行っている方 
・登録方法  1.市の指定の申請書 2.市税の完納証明書又は非課税証明 

  3.免許･資格等が必要な業種を希望する場合、それを証する写し 
・受付場所  伊豆の国市商工会 本所・各支所 

 

伊豆の国市小規模修繕等契約希望者登録制度スタート! 
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「伊豆の国市共通商品券取扱い事業所」におきましては、商品券をご持参された

方々への最善の対応とご協力をお願い致します。 
 換金受付場所 ：伊豆の国市商工会本所、各支所 (電話：上記記載) 
 使 用 期 間：平成１9年９月１４日～平成２０年３月３１日まで 

《改正のポイント》 

1.雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確にする。雇い入れ後も待遇を説明。 

(1) 一定の労働条件について明示が義務化。 

(2) 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化。 

2.パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を！ 

(1)「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止。 

(2) (1)以外のパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生については各項目に対

して努力義務化。 

3.パート労働者から正社員へ転換するチャンスを与える。 

正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化。 

4. パート労働者からの苦情の申し出に対応を！ 

(1)パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を

図ることが努力義務化。 

(2)紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言,指導,勧告、 

紛争調整委員会による調停が設けられる。 

 【お問合せ】：伊豆の国市商工会本所 各支所 

もしくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html 

 

■一般貸付   5年以内 2.60%     5年超 7年以内 2.65%    7年超10年以内 2.70% 

   10年超12年以内 2.80%  12年超14年以内 2.85%   14年超16年以内 2.90% 

16 年超 20 年以内 2.95%                             

■経営改善貸付      2.30% 

ぜひ、ご利用下さい。 お問合せ：伊豆の国市商工会本所、各支所 




